
都市計画基本方針（案）に係る庁内及び市町からの意見聞き取り結果（２回目）

頁数 該当箇所 意見 対応
p3 ①人口減少・少子高齢化の進展【三重県の状況】

三重県の総人口は、平成19年（2007年）をピーク
に減少に転じています。（中略）少子高齢化が進
展し、生産年齢人口がさらに減少することが予測
されています。今後、こうした人口の問題への対
応策が（中略）避けられない状況となっており、
こうした状況に適確に対応していくことが必要と
なっています。

・総人口の減少のピークが平成19年に始まってい
るとの誤解を招いてしまうことから、誤解を招か
ない表記とされたい。
・少子高齢化の影響が人口の年齢構成に顕著に表
れているとの表現は言い過ぎのところがあること
から削除されたい。
・生産年齢人口の減少が加速していくとの誤解を
招くため、誤解を招かない表記とされたい。
・超高齢化社会（65歳以上が21％以上）は既に迎
えているにも関わらず、今後迎えるとの誤解を招
いてしまうこと、また、超高齢化だけでなく人口
減少や少子化にも対応する必要があることを踏ま
え、誤解を招かない、適当な表現とされたい。

指摘を踏まえ、修正します。（一部の表現を、変
更します。）

p7 ①みえ県民力ビジョン、みえ県民力ビジョン・第
二次行動計画
「みえ県民力ビジョン」は、長期的な視点から、
三重のあるべき姿を展望し、県政運営の基本姿勢
や政策展開の方向性を示す、平成24（2012）年度
からの概ね10年先を見据えた県の戦略計画です。
社会経済情勢の変化に対応し、県民の皆さんと力
を合わせて新しい三重づくりをめざそうとするも
のです。
また、「みえ県民力ビジョン」を着実に推進す

るための取組内容をまとめた、平成24（2012）年
度から４年間の中期の戦略として、「みえ県民力
ビジョン・行動計画」を同時に策定しています。
（平成28（2016）年度から４年間については「み
え県民力ビジョン・第二次行動計画」を策定して
います。）

文書の引用先が不明であり、内容についても一部
疑義があるため、「みえ県民力ビジョン」中にあ
る「みえ県民力ビジョン」の説明文に全文差し替
えられたい。

本編の記載は、簡略化します。
資料編での記載については、意見のように修正し
ます。

p8 ③三重県国土強靭化地域計画
「・」で挙げている6つの取組の前段に「[脆弱性
評価の対象を含めた本県独自の取組等]」との単語
を挿入。

ここに掲げる６つの取組が三重県国土強靭化地域
計画に掲げる全ての取組であるとの誤解を招いて
しまうことから、誤解を招かない表記とされた
い。

本編の記載は、簡略化します。
資料編での記載については、意見のように修正し
ます。

p9 第２章２（２）の「みえ産業振興戦略」の記述
を、置き換える。

⑥みえ産業振興戦略（平成28年３月改訂）
みえ産業振興戦略では、強じんで多様な産業構

造の構築に向け、何を本県の新たな産業の柱とす
るかを明確にし、「高み」をめざす取組を強化す
るとともに、それらを支える中小企業・小規模企
業の活動、ひとづくりなど本県の産業基盤を強固
にする取組を充実し、その相互作用により本県経
済の拡大、さらなる地域経済の活性化を図るべ
く、以下の７つの戦略に基づき取組を展開してい
くこととしています。
戦略１ 新たな県の成長を導く産業の創出・育成
戦略２ ものづくり戦略
戦略３ サービス戦略
戦略４ さらなる県内投資の促進
戦略５ 中小企業・小規模企業振興
戦略６ ひとづくり（人材の育成・確保）
戦略７ 域外（国内外）ネットワークの構築・活
用

意見のように修正します。

p20 環境負荷低減への取組について、二酸化炭素排出
量の推移で論じている点。

都市計画においてかかわることができる温室効果
ガス排出削減は、交通政策による運輸部門と考え
られますが、工業プロセス部門や、民生業務部門
についても考察されています。第3章の都市づくり
の方向性にその対応が記述されていません。
出典データは、本年度更新しておりますので、参
照するのであれば、新しいものをご利用くださ
い。

平成25年度までのデータに更新し、併せて記述を
見直します。

p56 ４行目に、１文を追記する。 『また、地震・津波対策として海岸保全施設の耐
震化や、海岸保全施設を津波に対し粘り強い構造
とする海岸堤防強靱化対策を進めます。』

記載の見直しにより、個別の方針の列挙はしない
こととします。

資料編p15 このなかで、かけがえのない地球環境の中で、自
然と共生し、環境への負荷の少ない持続可能な社
会の構築をめざして２項目の基本目標を設定し、
その実現に向けた施策を示しています。

この計画では、三重県環境基本条例第３条の基本
理念に基づき、かけがえのない地球環境の中で、
自然と共生し、環境への負荷の少ない持続可能な
社会の構築を三重県のめざすべき姿として定めて
います。このめざすべき姿を実現するため、次の
２項目を基本目標として設定し、その実現に向け
た施策を示しています。

意見のように修正します。
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